
安
全
安
心
パ
ト
ロ
ー
ル
の

拡
充
を
め
ざ
し
て

こ
の
た
び
、
三
鷹
消
防
署
と
三
鷹
市

消
防
団
ポ
ン
プ
車
が
、
通
常
行
っ
て
い

る
防
火
防
災
の
パ
ト
ロ
ー
ル
を
、
市
の

「
安
全
安
心
パ
ト
ロ
ー
ル
」
の
取
り
組
み

の
一
環
と
し
て
、
強
化
し
て
く
れ
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

７
月
１
日
の
午
後
、
三
鷹
市
の
市
役

所
前
で
、
市
議
会
の
正
副
議
長
と
厚
生

委
員
会
の
正
副
委
員
長
、
三
鷹
警
察
署

長
、
三
鷹
消
防
署
長
・
消
防
団
長
、
消

防
委
員
会
委
員
の
皆
さ
ん
ら
の
立
ち
会

い
の
も
と
で
、
出
発
式
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
真
っ
赤
な
消
防
ポ
ン
プ
車
に
は
、

「
三
鷹
市
安
全
安
心
パ
ト
ロ
ー
ル
」
と
赤

字
で
書
か
れ
た
黄
色
の
ボ
デ
ィ
パ
ネ
ル

が
し
っ
か
り
と
貼
ら
れ
ま
し
た
。
同
時

に
、
安
全
安
心
課
待
望
の
新
し
い
パ
ト

ロ
ー
ル
カ
ー
も
出
発
し
ま
し
た
。

三
鷹
市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
安

全
安
心
の
ま
ち
づ
く
り
へ
の
要
望
を
基

礎
に
、
昨
年
の
12
月
か
ら
市
の
職
員
に

よ
る
安
全
安
心
パ
ト
ロ
ー
ル
を
開
始
し

て
い
ま
す
が
、
消
防
署
と
消
防
団
が
さ

ら
に
そ
の
取
り
組
み
を
強
化
し
て
く
れ

ま
し
た
。

今
後
は
、
公
募
の
市
民
団
体
の
皆
さ

ん
の
ご
協
力
を
得
て
、
活
動
内
容
や
人

権
尊
重
を
含
む
講
習
会
受
講
を
基
礎
と

し
た
「
市
民
協
働
安
全
安
心
パ
ト
ロ
ー

ル
」
の
取
り
組
み
を
開
始
し
ま
す
。
三

鷹
市
を
、
災
害
や
犯
罪
の
発
生
し
に
く

い
、
真
に
「
安
全
安
心
な
ま
ち
」
と
す

る
た
め
に
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
大
い

な
る
ご
参
画
と
ご
協
力
が
必
要
で
す
。

一
人
ひ
と
り
の
力
は
小
さ
く
て
も
、

集
ま
れ
ば
き
っ
と
「
ま
ち
の
安
全
安
心

度
」
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ

ま
す
。
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一緒に考えませんか「みたかの憲法」
―三鷹市自治基本条例要綱案ができました―

市では、平成14年度より自治基本条例（仮称、以下同じ）の制定に向けた取り組みを進めてきましたが、
この程、次のステップである条例素案の作成に先立ち、条例に盛り込む内容を項目ごとに整理し、
条例の全体像がわかるようにした「三鷹市自治基本条例要綱案」を策定しました。
この条例要綱案は、三鷹市にふさわしい自治基本条例のあり方について検討を行ってきた
｢三鷹市まちづくり研究所第２分科会｣の提言などをふまえて作成したものです。
今後、「まちづくり懇談会」の開催などにより、広く市民のみなさんのご意見を伺いながら、

「みたかの憲法」となる自治基本条例の制定を進めていきます。
e企画経営室行政評価担当1内線2150

自治基本条例Q&A

1
平成12年の分権改革により国と地方は対等・平等の関係になり、自治

体は国の下部機関ではなく、より自立した「地方政府」として、その役割
と責務が増大しました。そこで、基本法として国に憲法があるように、自
治体においても自治基本条例を整備することにより、市民の権利や、市民
参加などの自治運営の仕組みを明確に定め、市民自治による協働のまちづ
くりを一層進めるために条例制定の取り組みを進めています。

自治基本条例は三鷹市の「最高規範」として、自治の基本原理や基本原則などを定め
るものです。そこで、自治基本条例が「みたかの憲法」として、ほかの条例などの上位
に位置するものであることを明確にするために、自治基本条例の中で、この条例が市政
運営において文字通り最も基本となる条例であり、ほかの条例などの制定にあたっては
自治基本条例との整合性を図らなければならないことを定めることにより、三鷹市の
「最高規範」であることを明らかにしています。

Ｑなぜ、「自治基本条例」が
必要なの？

Step

Ｑ 自治基本条例ができると
何が変わるの？

自治基本条例には、これまでの三鷹らしいまちづく
りを大切して、さらに磨きをかけるとともに、様々な
課題に対応するために、新たな制度や仕組みの提案も
盛り込まれています。例えば市民会議などの規定とし
て、会議を設置するときは、その目的に応じて委員の
公募を行うとともに、性別、年齢構成、選出区分のバ
ランスに留意し、また同じ人が長い期間あるいは複数
の会議の委員に就任することのないよう努めることを
初めて明文化することにしました。ほかにも住民投票
制度やパブリックコメントの導入など、新たな自治の
仕組みも提起されています。

2 Ｑ「基本構想」と「自治基本条例」は
どう違うの？

基本構想と自治基本条例は、どちらも議会の議決を経て定めるという点では共通してい
ます。基本構想は、市政運営の最高計画として、総合的で計画的な行政運営を図るために、
市の政策の基本目標と、それを実現するための施策の方向を定めるものです。一方、自治
基本条例は最高規範として、情報公開や市民参加などの市政運営の理念や仕組みなどを定
めるものです。つまり、「基本構想」で描く都市の将来像を、市民が実現していくための制
度・仕組みを定めるものが「自治基本条例」であり、いわば車の両輪のように、それぞれ
が役割を果たしながら、みたかのまちづくりが進められることになります。

Step Ｑ自治基本条例ができると
市民参加は進むの？
三鷹市では、これまで市民参加や情報公開の推進など、効率的で開

かれた市政運営を進めてきましたが、それを自治基本条例に明記する
ことによって、今後とも「みたかのルール」として定着させることが
できます。また、パブリックコメントや市民会議の公開、パートナー
シップ協定や住民投票など、新たに制度化が必要な市民参加の仕組み
も自治基本条例に盛り込まれますので、市民自治によるまちづくりが
さらに進められることになります。

住民投票制度

「市政の重要事項」につい
て、市民の意見を直接聴く必
要があるときに、議会の議決
を経て実施することができま
す。住民投票は、18歳以上
で、市に3カ月以上住所を有
する人（永住外国人を含む）
の50分の１以上の署名で請
求できるという内容になって
います。

パブリックコメント

重要な条例や計画をつくるとき
に、事前に案を公表し、市民のみ
なさんの意見を伺い、条例や
計画の検討に活かしていきま
す。また、提出されたご意
見に対する市長など
の考え方を公表す
るとしています。

3Step
例えば 例えば

2面に関連記事

Ｑ「みたかの憲法」ってどういうこと？


